
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

公

安

委

員

会

】

○

警

備

業

法

に

基

づ

く

講

習

生

活

安

全

企

画

課

担

当

課

（

室

）

○

〃

〃

目

次

○

猟

銃

等

講

習

会

の

開

催

〃

○

年

少

射

撃

資

格

講

習

会

の

開

催

〃

【

告

示

】

【

公

立

大

学

法

人

岡

山

県

立

大

学

】

○

平

成

二

十

七

年

度

自

衛

官

募

集

（

自

衛

官

候

補

危

機

管

理

課

生

）

○

平

成

二

十

六

年

度

財

務

諸

表

の

公

告

公

立

大

学

法

人

岡

山

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

県

立

大

学

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

廃

止

長

寿

社

会

課

○

保

安

林

の

解

除

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

発

生

の

た

め

の

同

意

の

認

水

産

課

定

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

一

般

競

争

入

札

の

実

施

危

機

管

理

課

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

覧

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

【

選

挙

管

理

委

員

会

】

○

政

治

団

体

の

名

称

等

の

公

表

選

挙

管

理

委

員

会

○

政

治

団

体

の

代

表

者

等

の

異

動

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
六
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
七
年
度
募
集
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
に
限
る

）
。

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
自
衛
隊

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し

な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
、
町
村
役
場
、
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
又
は
同
本
部
出
張
所
等

六

採
用
試
験
期
日

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
八
日
及
び
同
月
二
十
九
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

八

採
用
予
定
月

平
成
二
十
八
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
の
間

九

県
内
採
用
予
定
者
数

陸
上
・
海
上
・
航
空
要
員

若
干
名

十

そ
の
他
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詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

若
し
く
は
同
本
部
出
張
所
等
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

谷
尾
食
糧
工
業
株
式
会
社

8
1
4

住
所

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気

氏
名

代
表
取
締
役

谷
尾

誠

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
谷
尾
食
糧
工
業
株
式
会
社

8
1
4

所
在
地

岡
山
県
和
気
郡
和
気
町
和
気
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 新 設 新 設 新 設 新 設

４－ニ ４－イ ４－イ ４－ニ ４－イ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業
の用に供する湯煮施設 の用に供する原料処理 の用に供する原料処理 の用に供する湯煮施設 の用に供する原料処理
Ⅰ 施設Ⅱ 施設Ⅲ Ⅳ 施設Ⅴ

能 力 ３ｔ／時 同左 同左 同左 同左

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 既設 既設 既設 既設

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 既設 既設 既設 既設

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに 許可後直ちに

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８～10時間 同左 同左 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か

162 200 0.6 0.6 14 21 9 13 0.4 0.4
ら排出される汚

水 量（㎥／日）水等の汚染状態
の通常の値及び

6.0～8.5 6.0～8.5
最大の値並びに ｐ Ｈ当該汚水等の通
常の量及び最大

290 380
の量 ＢＯＤ（㎎／ ）�

200 300ＣＯＤ（㎎／ ）�

200 300Ｓ Ｓ（㎎／ ）�

同左 同左 同左 同左

5 10油 分（㎎／ ）�

30 50Ｔ－Ｎ（㎎／ ）�

30 50Ｔ－Ｐ（㎎／ ）�

- 3,000以下大腸菌群数（個／㎤）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする｡
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区 分 新 設 新 設 廃 止 廃 止

４－ロ ４－ニ ４－ロ ４－ロ
野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と 野菜又は果実を原料と

種 類 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業 する保存食料品製造業
の用に供する洗浄施設 の用に供する湯煮施設 の用に供する洗浄施設 の用に供する洗浄施設
Ⅵ Ⅶ Ａ～Ｃ Ｄ

能 力 ３ｔ／時 同左 ２ｔ／時 １ｔ／時

工 事 着 手 予 定 年 月 日 既設 既設 － －

工 事 完 成 予 定 年 月 日 既設 既設 － －

使 用 開 始 予 定 年 月 日 許可後直ちに 許可後直ちに － －

連続８～10時間
使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続８～10時間 同左 同左繁忙期操業５月～６月の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か

10 14 9 13 162 200 162 200
ら排出される汚 水 量（㎥／日）水等の汚染状態
の通常の値及び

6.0～8.5 6.0～8.5
最大の値並びに ｐ Ｈ当該汚水等の通
常の量及び最大

290 380
の量 ＢＯＤ（㎎／ ）�

200 300ＣＯＤ（㎎／ ）�

200 300Ｓ Ｓ（㎎／ ）�

同左 同左 同左

5 10油 分（㎎／ ）�

30 50Ｔ－Ｎ（㎎／ ）�

30 50Ｔ－Ｐ（㎎／ ）�

- 3,000以下大腸菌群数（個／㎤）

備考 種類は，水質汚濁防止法施行令別表第１の号番号及び名称とする｡
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(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし

(5) 排水口に関する事項

排水口番号 №２～44

新 設
区 分

通 常 最 大

水 量（㎥／日） 0 0

ｐ Ｈ - -

ＢＯＤ（㎎／ ） - -�

ＣＯＤ（㎎／ ） - -�

Ｓ Ｓ（㎎／ ） - -�

油 分（㎎／ ） - -�

Ｔ－Ｎ（㎎／ ） - -�

Ｔ－Ｐ（㎎／ ） - -�

大腸菌群数 個／㎤ - -（ ）

２ 縦覧の期間及び場所

(1) 期 間 平成27年10月23日から同年11月13日まで

(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び和気町役場
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
百
十
五
条
の
五
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
木
の
実

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
刑
部
一
五
七
番
地
七

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
オ
ル
ソ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
井
手
一
二
〇
八
番
地
二

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
〇
六
八
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
オ
ル
ソ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
総
社
二
〇
〇
二
番
地
七

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

有
限
会
社
オ
ル
ソ

２

所
在
地

岡
山
県
総
社
市
井
手
一
二
〇
八
番
地
二

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
〇
八
〇
一
〇
三
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
児
島
唐
琴
町
一
四
二
二
の
三
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
児
島
唐
琴
町
一
四
二
二
の
三
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
一
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

児
島
加
入
区
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◎
岡
山
県
告
示
第
五
百
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

上
横
野
兼
田
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

四
二
五
・
〇

津
山
市
下
横
野
字
安
田
八
五
八
番
一
地
先
か
ら

一
一
・
〇
～

津
山
市
大
篠
字
池
尻
二
六
四
七
番
一
地
先
ま
で

二
三
・
〇

旧

四
二
五
・
〇

津
山
市
下
横
野
字
安
田
八
五
八
番
一
地
先
か
ら

四
・
二
～

津
山
市
大
篠
字
池
尻
二
六
四
七
番
一
地
先
ま
で

一
二
・
〇
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四
二
〇

政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入

〔
〕

、

札
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
調
達
内
容

(
1
)
調
達
件
名

岡
山
県
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
機
器
賃
貸
借
及
び
保
守
業
務

(
2
)
調
達
業
務
の
特
質
等

入
札
説
明
書
及
び
岡
山
県
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器
賃
貸
借
及
び
保
守
業
務
仕
様

書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
）
に
よ
る
。

。

(
3
)
契
約
期
間

平
成
2
8
年
３
月
1
5
日
か
ら
平
成
3
3
年
３
月
1
4
日
ま
で

(
4
)
履
行
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

(
5
)
入
札
方
法

入
札
金
額
は
，
仕
様
書
に
記
載
す
る
機
器
一
式
の
借
入
費
用
等
一
切
の
諸
経
費
を
含
め
た
額
と

し
，
１
月
当
た
り
の
単
価
（
本
件
調
達
に
係
る
物
件
を
５
年
間
借
り
受
け
る
も
の
と
し
て
算
定
し

た
費
用
の
総
額
の
6
0
分
の
１
に
相
当
す
る
額
）
を
記
載
す
る
こ
と
。
な
お
，
落
札
者
の
決
定
に
当

た
っ
て
は
，
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
1
0
0
分
の
８
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算

し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
，
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
た
金

額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
，
入
札
者
は
，
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事

業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
，
見
積
も
っ
た
契
約
金
額
の
1
0
8
分
の
1
0
0
に
相

当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

２
競
争
入
札
参
加
資
格

次
の
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。

(
1
)
平
成
2
7
年
度
に
県
が
発
注
す
る
物
品
の
調
達
契
約
で
あ
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特

定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
７
年
政
令
第
3
7
2
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ

る
も
の
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
平
成
2
7
年
岡
山
県
告
示
第
4
6
号
（
物

品
の
売
買
，
修
理
等
の
調
達
契
約
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
，
資
格
審
査
の
申
請
手
続
等
。

以
下
「
資
格
告
示
」
と
い
う
）
に
定
め
る
資
格
を
い
う
）
を
得
て
い
る
者
で
，
格
付
区
分
が

。
。
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Ａ
で
あ
る
こ
と
。

(
2
)
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
2
2
年
政
令
第
1
6
号
）
第
1
6
7
条
の
４
第
２
項
の
規
定
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

(
3
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
物
品
の
売
買
,
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
資
格
者
の
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告

示
第
3
0
6
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札
参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
4
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
物
品
の
売
買
，
修
理
等
の

契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を

受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
5
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
岡
山
県
役
務
の
提
供
の
契

約
に
係
る
入
札
参
加
資
格
審
査
要
領
（
平
成
1
9
年
岡
山
県
告
示
第
3
3
2
号
）
の
規
定
に
よ
る
入
札

参
加
の
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

(
6
)
こ
の
公
告
の
日
か
ら
落
札
者
が
決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
，
岡
山
県
か
ら
役
務
の
提
供

の
契
約
に
係
る
入
札
参
加
除
外
等
要
領
に
基
づ
く
入
札
参
加
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る
者
で
な

い
こ
と
。

(
7
)
民
事
再
生
法
（
平
成
1
1
年
法
律
第
2
2
5
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て

い
る
者
又
は
会
社
更
生
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
1
5
4
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
（
再
生
手
続
開
始
の
決
定
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
い
る
者
を
除

く
）
で
な
い
こ
と
。

。

(
8
)
岡
山
県
建
設
工
事
等
暴
力
団
対
策
会
議
運
営
要
領
に
基
づ
く
指
名
除
外
の
措
置
を
受
け
て
い
る

者
で
な
い
こ
と
。

３
競
争
入
札
参
加
資
格
の
申
請
手
続

こ
の
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
で
，
２
(
1
)
の
資
格
を
得
て
い
な
い

も
の
は
，
資
格
告
示
に
基
づ
き
申
請
手
続
を
行
う
こ
と
。

(
1
)
申
請
書
の
入
手
先
，
提
出
先
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
管
理
班
（
岡
山
県
庁
２
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
5
3
8

(
2
)
申
請
書
の
提
出
期
限

平
成
2
7
年
1
1
月
６
日
（
金
）
正
午
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４
入
札
手
続
等

(
1
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

〒
7
0
0
－
8
5
7
0
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
危
機
管
理
課
危
機
管
理
・
国
民
保
護
班
（
岡
山
県
庁
４
階
）

電
話
（
0
8
6
）
2
2
6
－
7
3
8
5

Ｆ
Ａ
Ｘ
（
0
8
6
）
2
2
5
－
4
6
5
9

(
2
)
入
札
説
明
書
等
の
交
付
期
間
及
び
交
付
方
法

ア
交
付
期
間

平
成
2
7
年
1
0
月
2
3
日
（
金
）
か
ら
同
年
1
1
月
1
3
日
（
金
）
ま
で
（
県
の
休
日
（
岡
山
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
２
号
）
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い

う
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
）
の
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

。
。

イ
交
付
場
所

(
1
)
の
場
所
で
交
付
す
る
。

な
お
，
岡
山
県
危
機
管
理
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
p
r
e
f
.
o
k
a
y
a
m
a
.
j
p
/
s
o
s
h
i
k
i

/
1
2
/
）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

(
3
)
入
札
書
の
提
出
方
法

入
札
書
の
提
出
は
，
持
参
又
は
郵
送
等
（
書
留
郵
便
そ
の
他
こ
れ
に
準
じ
る
方
法
に
よ
る
提
出

に
限
る
。
以
下
同
じ
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

。

(
4
)
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

ア
日
時

平
成
2
7
年
1
2
月
２
日
（
水
）
午
後
４
時

た
だ
し
，
郵
送
等
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
平
成
2
7
年
1
2
月
１
日

（
火
）
午
後
５
時
を
期
限
と
す
る
。

イ
場
所

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
４
番
６
号

岡
山
県
出
納
局
用
度
課
地
下
１
階
入
札
室

た
だ
し
，
郵
送
等
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
，
(
1
)
の
場
所
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ウ
そ
の
他

持
参
の
場
合
に
あ
っ
て
は
，
入
札
開
始
前
及
び
開
札
開
始
後
に
お
い
て
は
，
入
札
を
受
け
付

け
な
い
。
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５
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
，
一
般
競
争
入
札
（
条
件
付
）
参
加

資
格
確
認
申
請
書
及
び
入
札
説
明
書
で
指
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
2
7
年
1
1
月
1
3
日
（
金
）
午
後
４

時
ま
で
に
，
４
(
1
)
の
場
所
へ
提
出
（
郵
送
等
に
よ
る
も
の
を
含
む
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

ま
た
，
入
札
参
加
希
望
者
は
，
提
出
し
た
書
類
等
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
，
こ
れ

に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
そ
の
他

(
1
)
入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

(
2
)
入
札
保
証
金

（
）

。
岡
山
県
財
務
規
則
昭
和
6
1
年
岡
山
県
規
則
第
８
号
第
1
3
1
条
及
び
第
1
3
3
条
の
規
定
に
よ
る

(
3
)
契
約
保
証
金

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
5
3
条
及
び
第
1
5
5
条
の
規
定
に
よ
る
。

(
4
)
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
，
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義

務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
そ
の
他
岡
山
県
財
務
規
則
第
1
4
0
条
各
号
に
掲
げ
る
入
札

に
係
る
入
札
書
は
，
無
効
と
す
る
。

(
5
)
契
約
書
作
成
の
要
否

要

(
6
)
落
札
者
の
決
定
方
法

岡
山
県
財
務
規
則
第
1
3
7
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内

で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

(
7
)
そ
の
他

詳
細
は
，
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

７
S
u
m
m
a
r
y

(
1
)
N
a
t
u
r
e
a
n
d
q
u
a
n
t
i
t
y
o
f
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
t
o
b
e
p
r
o
c
u
r
e
d
：

E
q
u
i
p
m
e
n
t
l
e
a
s
e
w
i
t
h
o
p
e
r
a
t
i
o
n
a
n
d
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
s
e
r
v
i
c
e
s
f
o
r
t
h
e

i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
n
u
c
l
e
a
r
e
m
e
r
g
e
n
c
y
p
r
e
p
a
r
e
d
n
e
s
s
n
e
t
w
o
r
k
s
y
s
t
e
m
o
f
O
k
a
y
a
m
a

P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t

(
2
)
C
o
n
t
r
a
c
t
p
e
r
i
o
d
：
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F
r
o
m
1
5
M
a
r
c
h
,
2
0
1
6
t
h
r
o
u
g
h
1
4
M
a
r
c
h
,
2
0
2
1

(
3
)
F
u
l
f
i
l
l
m
e
n
t
p
l
a
c
e
：

S
p
e
c
i
f
i
e
d
i
n
t
h
e
b
i
d
e
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
f
o
r
m

(
4
)
T
i
m
e
l
i
m
i
t
f
o
r
t
e
n
d
e
r
：

４
：
0
0
P
.
M
.
２
D
e
c
e
m
b
e
r
,
2
0
1
5

(
5
)
C
o
n
t
a
c
t
p
o
i
n
t
f
o
r
t
h
e
n
o
t
i
c
e
：

O
k
a
y
a
m
a
P
r
e
f
e
c
t
u
r
a
l
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
C
r
i
s
i
s
M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
D
i
v
i
s
i
o
n

２
－
４
－
６
U
c
h
i
s
a
n
g
e
，
K
i
t
a
－
k
u
，
O
k
a
y
a
m
a
－
s
h
i
，
O
k
a
y
a
m
a
－
k
e
n
，
7
0
0
－
8
5
7
0

J
a
p
a
n

T
e
l
：
0
8
6
－
2
2
6
－
7
3
8
5
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〔
四
二
一
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

（
仮
称
）
ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
荘
内
店

所
在
地

玉
野
市
長
尾
字
中
井
手
三
四
七
番
一
ほ
か

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

住
所

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

宇
野

正
晃

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品

住
所

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号
第
一
福
岡
ビ
ル
Ｓ
館
四
階

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

宇
野

正
晃

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
八
年
六
月
十
四
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
七
百
六
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

駐
車
場
の
収
容
台
数

七
十
六
台

(1)

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
十
一
台

(2)

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

百
四
平
方
メ
ー
ト
ル

(3)

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

十
一
・
八
四
立
方
メ
ー
ト
ル

(4)
７

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

(1)
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午
前
十
時

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

(2)

午
後
十
時

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(3)

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

一
箇
所

(4)

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(5)

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時
間
）

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
玉
野
市
産
業
振
興
部
商
工
観
光
課
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〔
四
二
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
南
溝
手
字
座
頭
橋
四
九
九

一

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

倉
敷
市
北
畝
六
丁
目
八

四
一
（
ニ
ュ
ー
エ
ル
デ
ィ
ム
北
畝
Ａ
二
〇
二
号
室
）

－

森

文
哉

森

麻
衣

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
四
号
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〔
四
二
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
西
郡
字
樋
ノ
尻
三
四
二

一
、
三
四
二

三
、
三
四
二

五
、
三
四
二

八

－
－

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
下
林
八
〇
六

片
山

剛
志

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
五
九
号
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〔
四
二
四
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

－
－

－
－

－

総
社
市
三
輪
字
三
軒
屋
七
五
三

一
、
七
五
三

二
、
七
五
三

三
、
七
五
三

四
、
七
五
三

五
、
字
西
三
軒
屋
七
五
六

一
、
七
五
六

二
、
字
上
川
田
九
四
七
、
九
五
一

三
（
仮
換
地
ロ
ッ

－
－

－

ト
番
号
六
三

七

一
、
六
三

七

二
、
六
三

七

三
、
六
三

八

一
、
六
三

八

二
、

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

六
三

一
四
）

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

倉
敷
市
寿
町
三

三

－

ホ
ー
ミ
ィ
エ
ス
テ
ー
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
田

啓
郎

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
九
四
号
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

会
計
責
任
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

中
山
忠
明
後
援
会

岡

本

善

弘

出

井

元

二

美
作
市
林
野
四
四
八

一

平
成
二
七
・

九
・
一
八

－

Ｂ
ｅ

Ｚ
ｅ
ｎ

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

山

上

有

紀

山

上

有

紀

総
社
市
中
央
二

二
〇

六

二
〇
三

〃

九
・

四

－
－

－
－
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◎
岡
山
県
選
管
告
示
第
六
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡

山

県

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

岡

本

研

吾

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

新

旧

異
動
年
月
日

岡
山
県
自
動
車
整
備
政
治
連

草

地

博

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
富
吉
五
三
〇
一

八

岡
山
市
中
区
藤
原
二
五

平
成
二
七
・

五
・

七

－

盟〃

〃

会
計
責
任
者
の
氏
名

槌

田

肇

杉

原

光

昭

〃

〃

三
島
の
り
も
と
後
援
会

金

山

真

澄

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
美
の
浜
三
一

四

笠
岡
市
笠
岡
二
六
八

〃

九
・
二
八

－

水
嶋
じ
ゅ
ん
じ
後
援
会

石

原

敬

一

〃

勝
田
郡
勝
央
町
上
香
山
六
九
三

勝
田
郡
勝
央
町
黒
土
三
七
二

一

〃

九
・

四

－
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
七
十
九
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
八
年
一
月
十

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁

運
搬
警
備
業
務

三
日
（
水
曜
日
）
及
び

午
後
五
時
ま
で

目
一
一
番
一
八
号

同
月
十
四
日

木
曜
日

岡
山
共
済
会
館

（

）

の
二
日
間

二

講
習
対
象
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」
と

い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

。

１

最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年

以
上
で
あ
る
者

２

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
。
以
下

「
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る

。

も
の
に
限
る

）
に
係
る
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い

。

う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

。

（

。
）

３

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受

け
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

４

検
定
規
則
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六

十
一
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う

）
第
一
条
第
二
項
に

。
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規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に
限
る

）
に
合
格
し
た
者

。

５

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の

に
限
る

）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
一
年
以
上

。

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

ア
の
写
し

イ

次
の
区
分
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
に
係
る
書
類

二
１
に
該
当
す
る
者

(ｱ)

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業

者
等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い

う

）
及
び
履
歴
書

。二
２
に
該
当
す
る
者

(ｲ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し

。
二
３
に
該
当
す
る
者

(ｳ)

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
も
の
に

限
る

）
に
係
る
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。
二
４
に
該
当
す
る
者

(ｴ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し

。

二
５
に
該
当
す
る
者

(ｵ)

旧
検
定
規
則
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
（
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係

る
も
の
に
限
る

）
に
係
る
合
格
証
の
写
し
及
び
警
備
業
務
従
事
証
明
書

。

２

提
出
先
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県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
年
十
二
月
四
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前

八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

一
万
四
千
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ
て

も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。

平成２７年１０月２３日　岡山県公報　第１１７３０号



◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
八
十
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う

）
第
二
十
二
条
第
二
項
第

。

一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

警
備
業
務
の
区
分
等

警
備
業
務
の
区
分

期

日

時

間

場

所

平
成
二
十
八
年
一
月
二

午
前
九
時
か
ら

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁

身
辺
警
備
業
務

十
七
日
（
水
曜
日
）
及

午
後
五
時
ま
で

目
一
一
番
一
八
号

び
同
月
二
十
八
日
（
木

岡
山
共
済
会
館

曜
日
）
の
二
日
間

二

講
習
対
象
者

当
該
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
に
係

る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等
」
と

い
う

）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
最
近
五
年
間
に
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警

。

備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
三
年
以
上
で
あ
る
者

三

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
申

(2)
込
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
）

二
に
掲
げ
る
講
習
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
類

各
一
通

(3)

警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
等

ア

当
該

の
写
し

イ

当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者

等
の
作
成
に
係
る
所
定
の
様
式
に
よ
る
書
面
及
び
履
歴
書
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２

提
出
先

県
内
に
住
所
を
有
す
る
者

(1)

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
の
生
活
安
全
課

県
外
に
住
所
を
有
す
る
者

(2)

県
内
の
警
察
署
の
生
活
安
全
課

な
お
、
郵
送
又
は
信
書
便
に
よ
る
申
込
み
及
び
代
理
人
に
よ
る
申
込
み
は
、
受
け
付
け
な
い
。

３

提
出
期
間

平
成
二
十
七
年
十
二
月
七
日
（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三

十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

四

受
講
手
数
料

一
万
円

（
注
）

岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
講
申
込
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
返
還
し
な
い
。

五

受
講
定
員

十
人
。
た
だ
し
、
申
込
順
に
受
け
付
け
、
受
講
定
員
に
達
し
た
と
き
は
、
提
出
期
間
内
で
あ
っ
て

も
受
付
を
締
め
切
る
。

六

講
習
の
委
託

こ
の
講
習
は
、
一
般
社
団
法
人
岡
山
県
警
備
業
協
会
（
岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
一
一
番
一
八

号
）
に
委
託
し
て
行
う
。

七

そ
の
他

１

受
講
者
は
、
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

２

講
習
終
了
後
は
、
筆
記
の
方
法
に
よ
り
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
八
十
一
号

（

）

、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号

第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
猟
銃
等
講
習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

講
習
の
日
時
及
び
場
所

講

習

課

程

開

催

年

月

日

開
催
時
刻

開

催

場

所

初
心
者
講
習

平
成
二
十
八
年

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四

三

午
前
十
時

－

課
程

一
月
十
四
日

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

午
前
十
時

平
成
二
十
八
年

三
月
二
日

経
験
者
（
更

倉
敷
市
有
城
一
二
六
五

平
成
二
十
八
年

新
）
講
習
課

午
後
一
時

倉
敷
勤
労
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

一
月
二
十
日

程

（
山
陽
ハ
イ
ツ
）

平
成
二
十
八
年

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四

三

午
後
一
時

－

一
月
二
十
八
日

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
八
年

津
山
市
林
田
七
七

午
後
一
時

二
月
三
日

津
山
警
察
署

平
成
二
十
八
年

高
梁
市
段
町
一
〇
一
七

一

午
後
一
時

－

二
月
十
日

高
梁
警
察
署

平
成
二
十
八
年

岡
山
市
北
区
御
津
中
山
四
四
四

三

午
後
一
時

－

三
月
九
日

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

倉
敷
市
有
城
一
二
六
五

平
成
二
十
八
年

午
後
一
時

倉
敷
勤
労
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

三
月
二
十
三
日

（
山
陽
ハ
イ
ツ
）

二

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
提

(2)
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）
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２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
会
の
開
催
日
の
七
日
前
ま
で

三

受
講
手
数
料

初
心
者
講
習
課
程

六
千
八
百
円

経
験
者
（
更
新
）
講
習
課
程

三
千
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

四

そ
の
他

１

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

２

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
当
日
に
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
講
者
が
多
数
で
あ

る
こ
と
又
は
他
の
理
由
に
よ
り
当
日
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
後
日
交
付
す
る
こ
と

と
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
八
十
二
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
）
第
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
年
少
射
撃
資
格
講
習
会
を
開
催
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

日

時

場

所

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
九
日

岡
山

北

御
津
中
山
四
四
四

三

（
金
）

市

区

－

前
十

岡
山
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

午

時

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日
（
金
）

午

十
時

前

二

受
講
手
続

１

提
出
書
類

所
定
の
様
式
に
よ
る
受
講
申
込
書

一
通

(1)

写
真

一
枚
（
縦
の
長
さ
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
の
長
さ
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
提

(2)
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に

氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
）

２

提
出
先

住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

３

提
出
期
限

受
講
し
よ
う
と
す
る
講
習
会
の
開
催
日
の
七
日
前
ま
で

三

受
講
手
数
料

九
千
七
百
円

（
注
）

受
講
申
込
み
の
際
、
岡
山
県
収
入
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

な
お
、
受
講
手
数
料
は
、
納
付
後
は
還
付
し
な
い
。

四

そ
の
他
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１

代
理
受
講
は
、
認
め
な
い
。

２

講
習
修
了
証
明
書
は
、
講
習
会
の
当
日
に
交
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
受
講
者
が
多
数

で
あ
る
こ
と
又
は
他
の
理
由
に
よ
り
当
日
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
後
日
交
付
す
る

こ
と
と
す
る
。
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◎
公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
公
告
第
一
号

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
の
平
成
二
十
六
年
度
財
務
諸
表
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
三
日

公
立
大
学
法
人
岡
山
県
立
大
学
理
事
長

辻

英

明
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（単位：円）

資産の部

1 有形固定資産

土地 3,962,416,334

建物　 9,053,234,520

　 減価償却累計額 △ 4,213,652,772 4,839,581,748

構築物 240,082,896

　 減価償却累計額 △ 116,079,750 124,003,146

機械装置 5,559,633

　 減価償却累計額 △ 4,790,110 769,523

車両運搬具 1,411,990

　 減価償却累計額 △ 1,411,989 1

工具器具備品 684,897,789

　 減価償却累計額 △ 550,081,487 134,816,302

図書 1,188,553,763

美術品・収蔵品 6,000,000

　 有形固定資産合計 10,256,140,817

2 無形固定資産

特許権 608,127

特許権仮勘定 516,006

ソフトウェア 4,680,404

電話加入権 96,000

　 無形固定資産合計 5,900,537

3 投資その他の資産

長期性預金 679,822,882

　 投資その他の資産合計 679,822,882

　 　固定資産合計 10,941,864,236

　Ⅱ　流動資産

現金及び預金 832,116,047

未収学生納付金収入 2,679,000

　 徴収不能引当金 △ 1,071,600 1,607,400  

未収入金 23,264,654

たな卸資産 4,490,732

前払費用 60,157

未収収益 290,878

　 流動資産合計 861,829,868

　 資産合計 11,803,694,104

貸　借　対　照　表
(平成27年3月31日）

　Ⅰ　固定資産
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負債の部

資産見返負債

　　資産見返運営費交付金等 559,010,408

　　資産見返補助金等 4,840,029

　　資産見返寄附金 211,947,188

　　資産見返物品受贈額 1,131,311,603

　　特許権仮勘定見返運営費交付金 516,006 1,907,625,234

長期寄附金債務 79,897,915

長期未払金 43,394,688

　　　固定負債合計　 2,030,917,837

運営費交付金債務 96,024,727

預り補助金等 1,239,195

寄附金債務 18,946,963

前受受託研究費等 3,309,746

未払金 372,640,280

未払消費税等 373,500

前受金 5,938,743

預り科学研究費補助金等 23,465,780

預り金 16,596,251

仮受金 282,000

　　　流動負債合計　 538,817,185

　　　負債合計　 2,569,735,022

純資産の部

地方公共団体出資金 12,091,632,943

　　　資本金合計 12,091,632,943

資本剰余金 139,158,990

損益外減価償却累計額(△） △ 4,006,661,527

　　　資本剰余金合計 △ 3,867,502,537

739,588,338

教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金 183,089,493

当期未処分利益 87,150,845

（うち当期総利益） ( 87,150,845 ）

　　　利益剰余金合計 1,009,828,676

　　　純資産合計 9,233,959,082

　　　負債純資産合計 11,803,694,104

　Ⅰ　固定負債

　Ⅱ　流動負債

　Ⅰ　資本金

　Ⅱ　資本剰余金

　Ⅲ　利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金
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（単位：円）

　　　経常費用

業務費

　 教育経費 535,303,976

 　研究経費 232,254,414

　 教育研究支援経費 50,117,542

 　受託研究費 53,447,155

 　受託事業費 1,511,593

　 役員人件費 32,412,294

　 教員人件費 1,814,217,328

　 職員人件費 428,021,304 3,147,285,606

一般管理費 285,804,596

財務費用

　 支払利息 1,248,856 1,248,856

経常費用合計 3,434,339,058

　　経常収益

運営費交付金収益 2,031,934,376

授業料収益 991,845,660

入学金収益 119,390,000

検定料収益 58,174,000

受託研究等収益

11,511,400

47,622,918 59,134,318

受託事業等収益

721,830 721,830

補助金等収益 15,341,811

寄附金収益 20,254,971

施設費収益 55,435,489

資産見返負債戻入　

　 資産見返運営費交付金等戻入 65,996,970

　 資産見返寄附金戻入 17,268,253

　 資産見返補助金等戻入 2,979,882

　 資産見返物品受贈額戻入 29,252,137 115,497,242

財務収益

　 受取利息 635,214 635,214

雑益

　 財産貸付料収益 18,243,837

　 手数料収入 692,304

　 物品等売払収入 217,284

　 研究関連収入　 24,840,090

　 その他雑益 9,131,490 53,125,005

経常収益合計 3,521,489,916

　　経常利益 87,150,858

　　臨時損失

固定資産除却損 349,665 349,665

　　臨時利益

資産見返寄附金戻入 349,652 349,652

　　当期純利益 87,150,845

　　当期総利益 87,150,845

　 国又は地方公共団体からの受託事業等収益

損　益　計　算　書
　（平成2６年4月1日～平成2７年3月31日）

　 国又は地方公共団体からの受託研究等収益

　 国又は地方公共団体以外からの受託研究等収益
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（単位：円）
Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー

　　原材料，商品又はサービスの購入による支出 △ 741,139,633
　　人件費支出 △ 2,251,555,795
　　その他の業務支出 △ 235,673,333
    運営費交付金収入 2,151,413,000
　　授業料収入 963,984,060
　　入学金収入 119,672,000
　　検定料収入 58,174,000
　　受託研究等収入 52,927,780
　　受託事業等収入 721,830
    補助金等収入 16,581,006
　　補助金等の精算による返還金の支出 △ 1,745,355
　　寄附金収入 20,330,004
　　研究関連収入 21,463,890
　　財産貸付料収入 18,243,837
　　預り科学研究費補助金等の受払 2,314,689
    その他の収入 11,594,464
　　業務活動によるキャッシュ・フロー 207,306,444

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　有形固定資産の取得による支出 △ 112,238,383
　　無形固定資産の取得による支出 △ 296,433
　　施設費による収入 110,286,000
　　定期預金の預入による支出 △ 400,000,000
　　定期預金の満期による収入 200,000,000
　　　　小計 △ 202,248,816
  　利息及び配当金の受取額 599,017
　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 201,649,799

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　　リース債務の返済による支出 △ 16,492,384
　　　　小計 △ 16,492,384
　　利息の支払額 △ 1,273,616
　　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 17,766,000

Ⅳ　資金減少額 △ 12,109,355

Ⅴ　資金期首残高 844,225,402

Ⅵ　資金期末残高 832,116,047

キャッシュ・フロー計算書
（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

平成２７年１０月２３日　岡山県公報　第１１７３０号



 
利益の処分に関する書類 

（第８期事業年度） 

 

（単位：円） 

 

Ⅰ 当期未処分利益 

当期総利益                            87,150,845 

 

Ⅱ 利益処分額 

地方独立行政法人法第４０条第３項により設立団体の長の 

承認を受けようとする額 

教育研究の質の向上及び組織運営の改善積立金        87,150,845 
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（単位：円）

Ⅰ　業務費用

業務費 3,147,285,606

一般管理費 285,804,596

財務費用 1,248,856

臨時損失 349,665 3,434,688,723

授業料収益 △ 991,845,660

入学金収益 △ 119,390,000

検定料収益 △ 58,174,000

受託研究等収益 △ 59,134,318

受託事業等収益 △ 721,830

寄附金収益 △ 20,254,971

資産見返寄附金戻入 △ 17,268,255

財務収益 △ 635,214

雑益 △ 28,284,915 △ 1,295,709,163

業務費用合計 2,138,979,560

Ⅱ　損益外減価償却等相当額

         損益外減価償却相当額 181,574,299

Ⅲ　引当外賞与増加見積額 789,578

Ⅳ　引当外退職給付増加見積額 △ 41,106,676

Ⅴ　機会費用

         地方公共団体出資の機会費用 33,122,969

Ⅵ　行政サービス実施コスト 2,313,359,730

　（２）(控除）自己収入等

行政サービス実施コスト計算書
　（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

　（１）損益計算書上の費用
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注 記 事 項 

 

Ⅰ 重要な会計方針  

１ 運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準 

期間進行基準を採用しております。なお，退職一時金に充当される運営費交付金につ

いては費用進行基準を採用しております。  

 

２ 減価償却の会計処理方法  

(１) 有形固定資産 

定額法を採用しております。  

耐用年数については，法人税法上の耐用年数を基準とし，受託研究収入により購 

入した償却資産は当該受託研究期間を耐用年数としております。また，岡山県から 

承継した固定資産については承継時の残存耐用年数で減価償却しております。 

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。 

建     物    ６年～４７年 

構  築  物   １０年～２４年 

機 械 装 置     ９年～１０年 

車 両 運 搬 具         ４年 

工具器具備品    ２年～１５年 

なお，特定の償却資産(地方独立行政法人会計基準第８５)の減価償却相当額につ  

いては，損益外減価償却累計額として資本剰余金から控除しております。  

(２) 無形固定資産 

定額法を採用しております。  

なお，法人内利用のソフトウェアについては，法人内における利用可能期間(５年)

に基づいております。 

（３）リース資産 

    所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

   自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。 

 

３ 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準 

退職一時金については，翌期以降の運営費交付金により財源措置がなされるため，退   

職給付に係る引当金は計上しておりません。  

なお，行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は，地方独  

立行政法人会計基準第８７－４に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の 

当期増加額を計上しております。  

 

４ 賞与に係る引当金及び見積額の計上基準 

賞与については，翌期の運営費交付金により財源措置がなされるため，賞与引当金は   

計上しておりません。  
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なお，行政サービス実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は，当事業年度  

末の引当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。 

 

５ 徴収不能引当金の計上基準 

債権の貸倒れによる損失に備えるため，貸倒懸念債権等については，個別に回収可能性を    

検討し，回収不能見込額を計上しております。  

 

６ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

最終仕入原価法による低価法を採用しております。 

 

７ 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法  

 地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率 

10年利付国債の平成27年3月末利回りを参考に0.400％で計算しております。 

 

８ リース取引の会計処理  

リース料総額が３百万円以上のファイナンス・リース取引については，通常の売買取 

引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

 

９ 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は，税込方式によっております。 

 

 

Ⅱ 貸借対照表関係 

１ 退職給付見積額 

運営費交付金から充当されるべき退職給付の見積額は，1,024,269,495円です。 

  （岡山県からの派遣職員に対する退職給付の見積額は上記金額から除いております。） 

  ２ 賞与見積額 

運営費交付金から充当されるべき賞与の見積額は，119,973,609円です。 

  ３ 長期寄附金債務 

固定負債の長期寄附金債務に記載した金額は，岡山県からの岡山県立大学学術研究 

 振興事業基金造成補助金相当額及び同基金から生じた利息相当額を計上しております。 

 

 

Ⅲ 損益計算書関係 

  ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は，10,506,335円であり，当該影響 

   額を除いた当期総利益は，76,644,510円であります。  
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Ⅳ キャッシュ・フロー計算書関係 

１ 資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金及び預金        ８３２，１１６，０４７円 

資金期末残高        ８３２，１１６，０４７円 

 

２ 重要な非資金取引 

現物寄附の受入による資産の取得 

工具器具備品      １０，３８１，０６２円 

図書               １，２１３，９８５円 

合計          １１，５９５，０４７円  

 

 

Ⅴ 行政サービス実施コスト計算書関係  

(1)引当外賞与増加見積額並びに引当外退職給付増加見積額 

  引当外賞与増加見積額並びに引当外退職給付増加見積額には，岡山県からの派遣職員に 

係るものが 84,922円並びに 3,095,814円含まれております。 

(2)機会費用の内訳 

設立団体(岡山県)に係る額  33,122,969円 

 

 

Ⅵ 減損会計関係 

(1)減損を認識した固定資産 

 該当事項はありません。  

(2)減損の兆候が認められた固定資産 

 ①減損の兆候が認められた固定資産の用途，種類，場所，帳簿価額等の概要 

 用途：電話加入権 種類：電話加入権 場所：岡山県総社市 帳簿価額：96,000円 

 ②認められた減損の兆候の概要：固定資産の市場価格が著しく下落しております。 

 ③減損損失の認識に至らなかった理由：回収可能サービス価額が帳簿価額を上回って  

   おります。 

 

 

Ⅶ 重要な債務負担行為 

該当事項はありません。  

 

 

Ⅷ 金融商品関係 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

 当法人は，資金運用については地方独立行政法人法第４３条の規定に基づき，預金，国債，

地方債及び政府保証債等に限定しております。資金運用に当たっては資金運用に関する内

部規程に基づいて，現状では預金により運用しております。  
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(2)金融商品の時価等に関する事項 

 期末日における貸借対照表計上額，時価及びこれらの差額については，次のとおりであり

ます。 

 

 （単位：円）  

  
貸借対照表計上額 

(※1) 

時 価 

（※1） 

 差 額 

（※1） 

(1) 現金及び預金 832,116,047  832,116,047  -  

(2) 長期性預金 679,822,882 681,652,566 1,829,684 

(3) 未払金 (372,640,280)  (372,640,280) - 

     

(※1) 負債に計上されたものについては，（ ）で示しております。 

 

(注)金融商品の時価の算定方法  

 

(1)現金及び預金 

現金及び預金は，短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当

該帳簿価額によっております。 

(2)長期性預金 

長期性預金の時価については，元利金額を同様の新規預入を行った場合に想定される

利率で割り引いて計算する方法により算定しております。 

(3)未払金 

未払金は，短期間で決済されるため時価は帳簿価額にほぼ等しいことから，当該帳簿 

価額によっております。 

 

  

Ⅸ 資産除去債務関係 

   該当事項はありません。 

 

 

Ⅹ 賃貸等不動産関係 

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため，注記を省略しております。 

 
 

Ⅺ 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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当 期
償 却 額

計 8,193,929,088 68,350,511 - 8,262,279,599 4,006,661,527 181,574,299 - 4,255,618,072 

有形固定資産 建 物 782,955,031 15,744,240 - 798,699,271 207,894,751 39,654,370 - 590,804,520 

（特定償却資産以外） 構 築 物 240,082,896 - - 240,082,896 116,079,750 14,806,602 - 124,003,146 

機 械 装 置 5,559,633 - - 5,559,633 4,790,110 143,043 - 769,523 

車 両 運 搬 具 1,411,990 - - 1,411,990 1,411,989 294,166 - 1 

工具器具備品 630,895,366 63,693,828 17,435,755 677,153,439 549,177,981 50,716,003 - 127,975,458 (注２)

図 書 1,186,155,127 15,460,511 13,061,875 1,188,553,763 - - - 1,188,553,763 

計 2,847,060,043 94,898,579 30,497,630 2,911,460,992 879,354,581 105,614,184 - 2,032,106,411 

非 償 却 資 産 土 地 3,962,416,334 - - 3,962,416,334 - - - 3,962,416,334 

美術品・収蔵品 6,000,000 - - 6,000,000 - - - 6,000,000 

計 3,968,416,334 - - 3,968,416,334 - - - 3,968,416,334 

有形固定資産 土 地 3,962,416,334 - - 3,962,416,334 - - - 3,962,416,334 

合 計 建 物 8,976,884,119 76,350,401 - 9,053,234,520 4,213,652,772 220,325,163 - 4,839,581,748 

構 築 物 240,082,896 - - 240,082,896 116,079,750 14,806,602 - 124,003,146 

機 械 装 置 5,559,633 - - 5,559,633 4,790,110 143,043 - 769,523 

車 両 運 搬 具 1,411,990 - - 1,411,990 1,411,989 294,166 - 1 

工具器具備品 630,895,366 71,438,178 17,435,755 684,897,789 550,081,487 51,619,509 - 134,816,302 

図 書 1,186,155,127 15,460,511 13,061,875 1,188,553,763 - - - 1,188,553,763 

美術品・収蔵品 6,000,000 - - 6,000,000 - - - 6,000,000 

計 15,009,405,465 163,249,090 30,497,630 15,142,156,925 4,886,016,108 287,188,483 - 10,256,140,817 

特 許 権 1,242,125 - - 1,242,125 633,998 155,265 - 608,127 

特 許 権
仮 勘 定

219,573 296,433 - 516,006 - - - 516,006 

ソ フ ト ウ ェ ア 48,259,208 - - 48,259,208 43,578,804 4,322,701 - 4,680,404 

電 話 加 入 権 96,000 - - 96,000 - - - 96,000 

計 49,816,906 296,433 - 50,113,339 44,212,802 4,477,966 - 5,900,537 

投 資 そ の 他 の
資 産

長 期 性 預 金 279,822,882 400,000,000 - 679,822,882 - - - 679,822,882 

（注１）　建物（建物附属設備）の当期増加額の主なものは，空調自動制御設備の38,438,176円です。

（注２）　工具器具備品の当期増加額の主なものは，ガスクロマトグラフ質量分析システムの24,840,000円です。

- 7,744,350 - 工具器具備品 903,506 - 903,506 7,744,350 

附　属　明　細　書

（単位：円）

資 産 の 種 類
期 首
残 高

当 期
増 加 額

当 期
減 少 額

期 末
残 高

減 価 償 却 累 計 額
減損損失
累 計 額

差 引
当 期 末

残 高

（１） 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第８５特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第８８資産除去
債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

4,248,777,228 (注１)

無形固定資産

摘 要

有形固定資産
（特定償却資産）

建 物 8,193,929,088 60,606,161 - 8,254,535,249 4,005,758,021 180,670,793 - 

6,840,844 
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（２） たな卸資産の明細   
(単位：円）

当期購入・製造・振替 その他 払出・振替 その他

貯蔵品 3,150,898 4,343,850 -                 3,150,898 -                 4,343,850 (注)

郵券 37,394 146,882 -                 37,394 -                 146,882

計 3,188,292 4,490,732 -                 3,188,292 -                 4,490,732

           (注)　貯蔵品は，大学ＰＲ用グッズ及び貯蔵タンク内の重油です。

（３） 有価証券の明細

　　　該当事項はありません。

（４） 長期貸付金の明細

　　　該当事項はありません。

（５） 長期借入金の明細

　　　該当事項はありません。

（６） 引当金の明細

　(6)-1　引当金の明細

     　該当事項はありません。

　(6)-2　貸付金等に対する貸倒引当金の明細
(単位：円）

期首残高 当期増減額 期末残高 期首残高 当期増減額 期末残高

未収学生納付金
収入

535,800 2,143,200 2,679,000 267,900        803,700 1,071,600     (注)

計 535,800 2,143,200 2,679,000 267,900        803,700 1,071,600     

　(注)  債権の貸倒による損失に備えるため，貸倒懸念債権等については，個別に回収可能性を検討し，
　　     回収不能見込額を計上しております。

（７） 資産除去債務の明細

　　　該当事項はありません。

（８） 保証債務の明細

　　　該当事項はありません。

区分
貸付金等の残高 徴収不能引当金の残高

摘要

種類 期首残高
当期増加額 当期減少額

期末残高 摘要
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（９） 資本金及び資本剰余金の明細            
(単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

地方公共団体出資金 12,091,632,943 -                       -                      12,091,632,943

計 12,091,632,943 -                       -                      12,091,632,943

無償譲与 6,096,000 -                       -                      6,096,000

施設費 64,712,479          68,350,511          -                      133,062,990

計 70,808,479 68,350,511          -                      139,158,990

損益外減価償却累計額 △ 3,825,087,228 △ 181,574,299 -                      △ 4,006,661,527

差引額 △ 3,754,278,749 △ 113,223,788 -                      △ 3,867,502,537

（１０） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

　　①積立金の明細 (単位：円）

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要

739,588,388 -                       -                      739,588,338

-                       183,089,493 -                      183,089,493 (注）

739,588,388 183,089,493 -                      922,677,831

　　②目的積立金の取崩しの明細

　　　 該当事項はありません。

計

区分

資本金

資本剰余金

区分

　　　　  前中期目標期間繰越積立金

　　　　　教育研究の質の向上及び
　　　　　組織運営の改善積立金

　　　(注)当期増加額は，前期未処分利益から積み立てられたものです。

　　　(注)当期増加額は，空調自動制御設備等の固定資産の取得に伴うものです。
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（１１）運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

  （１１）－１　運営費交付金債務 (単位：円）

資産見返運営費
交付金等

建設仮勘定見返
運営費交付金

特許権仮勘定見
返運営費交付金 小計

平成２６年度 59,200,633    2,151,413,000 82,358,097   -                296,433       2,114,588,906  96,024,727      

計 59,200,633    2,151,413,000 82,358,097   -                296,433       2,114,588,906  96,024,727      

  （１１）－２　運営費交付金収益

計 2,031,934,376             2,031,934,376          

期間進行基準 1,914,055,470             1,914,055,470          

期末残高
運営費交付金収益

2,031,934,376 

費用進行基準 117,878,906               117,878,906            

交付年度 期首残高
交付金

当期交付額

当期振替額

2,031,934,376 

(単位：円）

区分 平成２６年度交付分 合計
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（１2） 地方公共団体等からの財源措置の明細

  （１2）－１　施設費の明細 (単位：円）

資本剰余金 収益計上

施設等整備事業費補助金 123,786,000 68,350,511 55,435,489

計 123,786,000 68,350,511 55,435,489

  （１2）－２　補助金等の明細 (単位：円）

資産見返補助金等 収益計上

文部科学省
大学改革推進等補助金

10,648,805 -                               10,648,805
（産業界のニーズに対
応した教育改善・充実
体制整備事業）

文部科学省
先導的創造科学技術開発費補助金

2,782,000 -                               2,782,000

（気候変動に対応した
新たな社会の創出に向
けた社会システムの改
革プログラム）

岡山県
看護職員専門分野研修事業費補助金

1,862,000 -                               1,862,000

岡山県酪農乳業協会助成事業 49,006 -                               49,006

計 15,341,811 -                               15,341,811

区分 当期交付額
当期振替額

摘要

区分 当期交付額
当期振替額

摘要
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（１３） 役員及び教職員の給与の明細
     （単位：円）

支給額 支給人員(人） 支給額 支給人員(人）

常勤 27,407,150 2                         -                         -

非常勤 570,000 1                         -                         -

計 27,977,150 3                         -                         -

常勤 1,573,420,630 210 117,878,906 16

非常勤 152,912,408 114                         -                         -

計 1,726,333,038 324 117,878,906 16

常勤 1,600,827,780 212 117,878,906 16

非常勤 153,482,408 115                         -                         -

計 1,754,310,188 327 117,878,906 16

（注１）役員に対する報酬等の支給基準について

（注２）教職員に対する給与及び退職手当の支給基準について

（注３）役員及び教職員に対する報酬又は給与の支給人員数は，年間平均支給人員数を記載しています。

（注４）支給額は，法定福利費を含まない額です。

（１４） 開示すべきセグメント情報

  　　　当法人は単一セグメントにより事業を行っているため，記載を省略しています。

退職給付報酬又は給与
区分

　　　　公立大学法人岡山県立大学職員給与規程，公立大学法人岡山県立大学職員退職手当規程及び公立大学法人岡山県
　　 立大学臨時職員等給与規程に基づき支給しています。

役員

教職員

合計

　　　　公立大学法人岡山県立大学役員報酬規程に基づき支給しています。
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（１５） 業務費及び一般管理費の明細

(単位：円）

    業務費
        教育経費
            消耗品費 98,875,133
            備品費 15,562,382
            印刷製本費 12,983,181
            水道光熱費 52,901,654
            旅費交通費 17,237,885
            賃借料 107,848,934
            保守費 51,990,392
　　　　　　修繕費 5,232,989
            報酬・委託・手数料 69,163,727
            奨学費 25,450,500
            減価償却費 55,423,356
            雑費 14,834,360
            その他 7,799,483 535,303,976
        研究経費
            消耗品費 77,446,498
            備品費 15,583,741
            印刷製本費 6,346,493
            水道光熱費 14,859,535
            旅費交通費 39,713,118
            賃借料 3,091,281
            保守費 6,928,005
            修繕費 6,271,732
            諸会費 10,207,540
            報酬・委託・手数料 26,374,416
            減価償却費 18,001,229
            その他 7,430,826 232,254,414
        教育研究支援経費
            消耗品費 9,320,427
            水道光熱費 5,808,487
            賃借料 6,093,602
            保守費 1,620,935
            報酬・委託・手数料 11,947,569
            図書費 13,034,823
            その他 2,291,699 50,117,542
        受託研究費 53,447,155
        受託事業費 1,511,593
        役員人件費
            報酬 20,853,402
            賞与 7,123,748
            法定福利費 4,435,144 32,412,294
        教員人件費
            常勤教員給与
　　　　　　　　給与 1,011,115,500
　　　　　　　　賞与 327,643,375
　　　　　　　　退職給付費用 117,878,906
　　　　　　　　法定福利費 301,710,809 1,758,348,590
            非常勤教員給与
　　　　　　　　給与 55,742,930
　　　　　　　　法定福利費 125,808 55,868,738 1,814,217,328
        職員人件費
            常勤職員給与
　　　　　　　　給与 199,341,308
　　　　　　　　賞与 35,320,447
　　　　　　　　法定福利費 53,721,710 288,383,465
            非常勤職員給与
　　　　　　　　給与 122,901,213
　　　　　　　　法定福利費 16,736,626 139,637,839 428,021,304

    一般管理費
        消耗品費 26,926,015
　　　　印刷製本費 7,590,080
        水道光熱費 36,680,575
        旅費交通費 3,189,862
        通信運搬費 3,817,565
　　　　賃借料 29,698,853
        保守費 47,283,374
        修繕費 22,169,886
        損害保険料 5,222,647
        広告宣伝費 6,450,978
　　　　諸会費 1,553,183
        報酬・委託・手数料 52,376,650
　　　　租税公課 5,211,900
        減価償却費 34,829,804
        その他 2,803,224 285,804,596
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（１６） 寄附金の明細
(単位：円）

区　　　　分 当期受入額 件数

岡山県立大学 31,649,808 416

合 計 31,649,808 416

（１７） 受託研究の明細

(単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

岡山県立大学 1,204,758                 32,592,400 33,420,782 376,376

合 計 1,204,758 32,592,400 33,420,782 376,376

（１８） 共同研究の明細
(単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

岡山県立大学 4,316,978                 24,329,928 25,713,536 2,933,370                 

合 計 4,316,978 24,329,928 25,713,536 2,933,370

（１９） 受託事業等の明細
(単位：円）

区　　　　分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

岡山県立大学 -                             721,830                    721,830 -                             

合 計 -                             721,830                    721,830                    -                             

（２０） 科学研究費補助金等の明細

(単位：円）

当期受入額 件数 摘要

(73,565,132)
21,910,958 

(13,700,000)
4,110,000
(200,000)

60,000
(13,676,000)

4,102,800
(45,362,132)
13,450,058

(627,000)
188,100

(200,000)
-                             

(73,765,132)
21,910,958

12

56

1

基盤研究　B

基盤研究　A

基盤研究　C

種　　　　目

(注) 間接経費相当額を記入し，直接経費相当額については，外数として(  )内に表示しています。なお，当期受入
　　 額は，年度内の転入及び分担金の入金額を加算し，転出及び分担者への送金額を差引した金額です。

現物寄附 17,098,775 （372件）

摘要

科学研究費助成事業 83

厚生労働科学研究費補助金 1

挑戦的萌芽研究 2

若手研究　B 12

合　　　　計 84
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（21） 上記以外の主な資産，負債，費用及び収益の明細     

現金及び預金の明細 (単位：円）

77,136 

832,038,911 

832,116,047 

    (注）普通預金には，預り科学研究費補助金等を含みます。

長期性預金の明細 (単位：円）

679,822,882 

679,822,882 

資産見返運営費交付金等の明細 (単位：円）

15,282,833 

769,522 

98,831,031 

149,578,906 

247,539 

194,408,280 

95,211,893 

4,680,404 

559,010,408 

資産見返物品受贈額の明細 (単位：円）

108,720,313 

1 

100,616 

1,022,130,085 

360,588 

1,131,311,603 

未払金の明細 (単位：円）

171,219,447 

136,311,055 

48,292,433 

16,817,345 

372,640,280 

（２２） 関連公益法人等に関する明細
　　　　該当事項はありません。

図書

構築物

機械装置

工具器具備品

普通預金 (注）

区分 期末残高 備考

現金

計

区分 期末残高 備考

区分 期末残高 備考

定期預金（２年～５年）

計

特許権

建物

物件費

計

区分 期末残高 備考

構築物

機械装置

区分

リース債務 １年以内に支払期限の到来するものを計上しています。

計

期末残高 備考

人件費

建物附属設備

ソフトウェア

固定資産購入費

図書

特許権

計

工具器具備品

平成２７年１０月２３日　岡山県公報　第１１７３０号
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